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�愛媛県告示第９２０号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９２１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ａ

伊予郡松前町筒井茶
屋分８３２－１外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前９時から午後１０
時まで

株式会社フジ他
午前９時から午後１０
時まで
株式会社ＴＳＵＴＡ
ＹＡＳＴＯＲＥＳ
午前９時から午前１
時まで

平成２０年
５月１７日

平成２０年
５月１６日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時から午後１０
時３０分まで

午前８時から午前１
時３０分まで

エミフルＭＡＳＡＫＩ－
Ｂ

伊予郡松前町東古泉
東浦６７６－１外

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時から午後１０
時３０分まで

午前８時から午前１
時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

� 目 次 �
告 示

○ 介護員養成研修事業者の指定……………………………………………６９８

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………６９８

○ 県営土地改良事業の工事の完了…………………………………………６９９

○ 廃川敷地等の発生…………………………………………………………６９９

○ 道路の位置の変更…………………………………………………………６９９

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………６９９

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………６９９

○ 道路の供用開始（県道直瀬渋草線）……………………………………７００

○ 道路の位置の指定…………………………………………………………７００

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………７００

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………７００

○ 職業訓練指導員試験の実施………………………………………………７０１

雑 報

○ 宅地建物取引主任者資格試験の実施……………………………………７０１

発 行 愛 媛 県

告 示

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

財団法人介護労働安定
センター愛媛支部

愛媛県松山市一番町一
丁目１４番１０号

介護全般に
関する介護
職員基礎研
修課程

平成２０年
５月２８日

毎週（火・金）曜日発行 第１９７０号 平成２０年６月６日

平成２０年６月６日金曜日 第１９７０号

愛 媛 県 報

６９８
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�愛媛県告示第９２２号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９２３号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県東予地方局建設部に備え置

いて縦覧に供する。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川中山川水系志河川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成２０年６月６日

３ 廃川敷地等の位置

西条市丹原町志川甲１１３３番３地先から乙９番１１地先まで

西条市丹原町志川乙９番１１地先から乙９番４９地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２３１．３８平方メートル

�������
�愛媛県告示第９２４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により指定した道路の位置を次のように変更した。

平成２０年６月６日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 変更年月日及び番号

平成２０年５月２３日 １９四土建（道）第１０号

２ 道路の位置

� 変更前

四国中央市土居町北野甲１２６２番１、甲１２６２番２及び甲１２７０番

２並びに甲１２６２番２地先農道及び甲１２７０番２地先水路

幅員 ４．０５メートル

延長 ３４．４７メートル

� 変更後

四国中央市土居町北野甲１２６２番１、甲１２６２番２及び甲１２７０番

２並びに甲１２６２番２地先農道及び甲１２７０番２地先水路

幅員 ４．０５メートル

延長 ４０．４８メートル

３ 申請人の住所及び氏名

四国中央市土居町北野甲１２６２番地１

株式会社クライマーフーズ

代表取締役 高橋 望

４ 図面省略

�������
�愛媛県告示第９２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市上村土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２０年６月６日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

�愛媛県告示第９２６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９２７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

かんがい排水事業 河北地区 平成２０年３月２５日

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 永 野 通 東温市上村甲１０２番地

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 高須賀 厚 東温市上村甲５１１番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第１２号

平成２０年５月２６日
東温市吉久字田中２６１番５

松山市枝松五丁目６番１０号

相 原 久 美 子

愛 媛 県 報平成２０年６月６日 第１９７０号

６９９
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公 告
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�愛媛県告示第９２９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２０年６月６日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 指定年月日及び番号

平成２０年５月２６日 ２０南八土第道－１号

２ 道路の位置

八幡浜市保内町喜木１番耕地４３番１

幅員 ４．８０メートル

延長 ３２．３０メートル

３ 申請人の住所及び氏名

八幡浜市保内町川之石１番耕地２３６番地

ヤマキハウス株式会社

代表取締役 菊池 完二

４ 図面省略

�愛媛県告示第９２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年６月６日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

開第６６号

昭和５５年１１月４日
伊予市上三谷字工文所甲４８４番２、甲４８４番３及び甲４８５番４

伊予市上三谷４８４番地２

五 百 竹 玲 子

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 直瀬渋草線
上浮穴郡久万高原町直瀬乙２１４４番１０から

同町直瀬乙２１４３番１４まで
平成２０年６月６日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０南西土第３５２号

平成２０年５月２７日

西予市宇和町明石１４１９番１、１４２０番１、１４２０番２、１４２１番１、１４２２番１、
１４３３番１、１４３３番２、１４３４番、１４３６番１、１４３８番１、１４４０番１、１４４３番、
１４４４番、１４４５番、１４４６番、１４４７番、１４４８番、１４４９番１、１４５０番、１４５１番、
１４５３番、１４５４番１、１４５５番１、１４５６番１、１４５７番、１４５８番、１４５９番、１４６０
番、１４６１番、１４６２番、１４６３番、１４６４番、１４６５番、１４６６番、１４６７番、１４６８番、
１４６９番、１４７０番、１４７２番、１４７３番、１４７４番、１４７５番１、１４７５番２、１４７６番、
１４７７番１、１４７７番２、１４７８番、１４７９番、１４８０番、１４８１番、１４２０番１地先里
道、１４３５番地先水路里道、１４６８番地先里道、１４６９番地先里道、同市同町新
城６４９番、６５０番、６５１番、６５２番、６５３番、６５４番、６５５番、６５６番、６５７番、
６５８番、６５９番、６６０番、６６１番１、６６２番１、６６３番、６６４番、６６５番、６６６番
１、６６７番１、６４９番地先里道

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地

西予市土地開発公社

理事長 別 宮 靜

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年５月２６日 特定非営利活動法人
青少年育成夢Ｃｕｂｅ 向 井 正次郎 伊予市上三谷１４３２番地７ この法人は、青少年健全育成に対して、子ども

の健全育成を図る活動、学術、文化、芸術又は
スポーツの振興を図る活動、国際協力の活動、
まちづくりの推進を図る活動等を行い、青少年
に自立と社会性を醸成する環境づくりを目指し、
必要な知識を習得、研磨し、地域社会において
青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２０年６月６日 第１９７０号

７００



雑 報

�公 告

職業訓練指導員試験の実施について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第３０条の規定に基づ

き、職業訓練指導員試験を次のとおり実施する。

平成２０年６月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験を実施する職種

� 学科試験（関連学科及び指導方法）を実施する職種

機械科、和裁科、木工科及び配管科

� 学科試験（指導方法）を実施する職種

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）別

表第１１に掲げる全職種（�に掲げる職種を除く。）
２ 試験の実施期日

平成２０年９月２８日（日）午前１０時

３ 試験の実施場所

松山市西垣生町２１８４番地

独立行政法人雇用・能力開発機構愛媛センター

４ 受験申請書の提出期間

平成２０年７月１８日（金）から７月２９日（火）までとする。ただ

し、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付け

る。

５ 受験申請書の提出先

松山市一番町４丁目４番地２

愛媛県経済労働部管理局労政雇用課

６ 合格発表

平成２０年１０月中旬に愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、合格し

た者に通知する。

７ その他

� 受験手続の詳細を記載した受験案内及び受験申請書は、労政

雇用課において交付する。

なお、郵送を希望する者は、あて先を明記し、１２０円分の郵

便切手をはった返信用封筒を同封の上、労政雇用課へ申し込む

こと。

� この試験についての問い合わせは、労政雇用課技能振興係

（電話（０８９）９１２－２５０４）にすること。

�公 告

宅地建物取引主任者資格試験の実施について

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第１６条の２第１項の

規定による愛媛県知事の委任に係る平成２０年度宅地建物取引主任者

資格試験を次のとおり実施する。

平成２０年６月６日

財団法人不動産適正取引推進機構

理事長 望 月 薫 雄

１ 試験の日時

平成２０年１０月１９日（日）午後１時から午後３時まで

ただし、宅地建物取引業法第１６条第３項の規定により、国土交

通大臣の登録を受けた者が行う講習を受講し修了試験に合格した

者で、試験の一部免除を受けようとする者については、午後１時

１０分から午後３時まで

２ 試験の場所

受験申込みの受付の際に指定する。

３ 受験資格

年齢、性別、学歴等に関係なく、だれでも受験することができ

る。

４ 受験申込み

� インターネットによる申込み

ア 試験案内の掲載

� 掲載期間

平成２０年７月１日（火）から平成２０年７月１５日（火）ま

で

� 掲載場所

財団法人不動産適正取引推進機構のホームページ（http

：／／www．retio．or．jp）

イ 申込期間

平成２０年７月１日（火）午前９時３０分から平成２０年７月１５

日（火）午後９時５９分まで

ウ 受験手数料

７，０００円

財団法人不動産適正取引推進機構が指定したクレジットカ

ードにより又はコンビニエンスストアより納入する（事務手

数料は、本人負担とする。）。

� 郵送による申込み

ア 試験案内及び受験申込書の配布

� 配布期間

平成２０年７月１日（火）から同年７月３１日（木）まで

（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除く。）の午前９時

３０分から午後４時３０分まで。

� 配布場所

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和通

六丁目５番地１愛媛不動産会館２階）及び各支部（所在に

ついては、本部に照会すること。）

なお、郵送により受験申込書を請求する場合は、封筒の

表に「宅地建物取引主任者資格試験申込書請求」と朱書し、

所要の郵便切手を貼ったあて先記入の返信用封筒を同協会

本部へ送付すること。

イ 申込期間

平成２０年７月１日（火）から同年７月３１日（木）までの日

付けの消印のあるものに限り有効とする。

ウ 受験手数料

７，０００円

受験申込前に、所定の振替用紙又は銀行振込用紙により、

ゆうちょ銀行（郵便局）又は財団法人不動産適正取引推進機

構が指定する銀行口座に払い込むこと（払込手数料は、本人

負担とする。）。

エ 郵送先及び郵送方法

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部（松山市平和通六

丁目５番地１愛媛不動産会館４階）あて配達記録郵便で提出

すること。

５ 合格発表

平成２０年１２月３日（水曜日）

６ 問い合わせ先

社団法人愛媛県宅地建物取引業協会本部

〒７９０―０８０７ 松山市平和通六丁目５番地１
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